
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
十
四
日
提
出

質

問

第

一

四

六

号

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
問
題
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
問
題
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
八
年
三
月
二
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
十
日
に
答
弁
書
を

受
領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
更
に
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
り
、
平
成
十
一
年
二
月
に
夫
人
を
殴
り
負
傷
さ
せ
た
外
務
省
職
員
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
「
外
務

省
は
、
任
国
に
お
け
る
司
法
手
続
が
終
了
し
た
後
、
直
ち
に
当
該
職
員
を
帰
国
さ
せ
る
と
と
も
に
、
減
給
処
分
を
行
っ
た
」

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
減
給
率
と
期
間
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
で
明
ら
か
に
な
っ
た
夫
人
を
殴
り
負
傷
さ
せ
た
外
務
省
職
員
は
、
現
在
、
在
パ
ナ
マ
特
命
全
権
大
使
を
つ
と
め
て
い
る

下
荒
地
修
二
氏
か
。
下
荒
地
氏
は
中
国
語
を
研
修
し
た
Ｉ
種
（
旧
上
級
職
）
の
外
務
省
職
員
か
。

三

一
で
明
ら
か
に
な
っ
た
外
務
省
職
員
の
行
為
が
、
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
」
に
該
当
す
る
と
外
務
省
は
認
識
す

る
か
。

四

一
の
暴
力
行
為
に
よ
り
懲
戒
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
を
、
日
本
国
家
を
代
表
す
る
顔
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
特
命

全
権
大
使
に
任
命
し
た
こ
と
は
、
対
外
関
係
並
び
に
社
会
通
念
上
妥
当
と
外
務
省
は
考
え
て
い
る
か
。

五

下
荒
地
修
二
氏
が
国
際
情
報
局
審
議
官
を
つ
と
め
て
い
た
の
は
ど
の
時
期
か
。

一



六

平
成
十
八
年
三
月
三
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
九
八
号
）
で
、
中
国
残
留
孤
児
二
世
の
「
原
博
文
氏
が
、
平
成

八
年
に
逮
捕
さ
れ
、
平
成
十
五
年
ま
で
中
華
人
民
共
和
国
北
京
市
に
お
い
て
収
監
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
外
務
省
と
し
て
承

知
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
原
博
文
氏
の
逮
捕
直
後
、
そ
の
事
実
が
下
荒
地
氏
に
伝
え
ら
れ
た

か
。
下
荒
地
氏
は
原
博
文
氏
の
逮
捕
に
関
連
し
て
、
外
務
省
の
職
員
に
何
ら
か
の
命
令
も
し
く
は
指
示
を
行
っ
た
か
。

右
質
問
す
る
。

二


